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令 和 ８ 年 ２ 月 県 議 会 定 例 会 議 案 一 覧 

 

 

 

〔予算議案〕 

 

 

第１号 令和８年度香川県一般会計予算議案 

 

 

 

第２号 令和８年度香川県特別会計予算議案 

 

 

 

第３号 令和８年度香川県立病院事業会計予算議案 

 

 

 

 第４号 令和８年度香川県流域下水道事業会計予算議案 
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〔予算外議案〕 

 

第５号 香川県民の日条例議案 

 

○ 県民の間に広く本県の自然、歴史、文化、産業等についての関心と理解を深めるとともに、より豊かで活力に満ちたふ

るさと香川を共に築き上げる気運の醸成を図るため、香川県民の日を創設するもの。 

 

 ・ 香川県民の日  １２月３日 

 

○ 施行期日  公布の日 

 

 

 

第６号 香川県使用料、手数料条例等の一部を改正する条例議案 

 

○ 県民負担の適正化及び公平化を図るため、当該収入を充てて執行する事務に要する経費の状況並びに国及び他県におけ

る同種又は類似の料金との均衡を保つ観点から、現行の使用料及び利用料金並びに手数料について見直しを行い、改定

するもの。 

（主なもの） 

 ・ 新設    

種 別 等 単位・金額 

農林水産物又は食品の輸出を行う事業者

に対する輸出証明書発行手数料 
１件 870 円 

 

 

 



 

- 3 - 

・ 改定 

種 別 等 現 行 改定後 

飲食店営業許可申請手数料 

 継続許可申請 

  その他の営業 

１件 15,000 円 １件 17,000 円 

香川県総合運動公園 

 運動施設 香川県営野球場 

  基本施設使用料 

   アマチュアスポーツの場合 

    入場料を徴収しない場合 

     一般 

1 日 15,580 円 １日 17,130 円 

       ・ 廃止          

種 別 等 単位・金額 

香川県立屋島少年自然の家 

塩水プール 

  専用使用の場合 

   一般 

午前９時から午後１時まで 8,920 円 

 

○ 施行期日  令和８年４月１日 
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第７号 香川県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部を改正する条例議案  

 

     ○ 国が推進する情報通信技術の効果的な活用のための規制の見直しを踏まえ、県の機関等が、条例等において申請等の際

に添付することとされている登記事項証明書等について、情報通信技術の利用等により情報を入手し、又は参照できる

場合には、添付することを要しないこととするもの。  

 

○ 施行期日  令和８年４月１日 

 

 

 

 第８号 香川県国民健康保険保険給付費等交付金及び国民健康保険事業費納付金条例の一部を改正する条例議案 

 

     ○ 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正に伴い、国民健康保険事業費納付金の額の算定方法につい

て、子ども・子育て支援納付金の算定に関する規定を新たに追加するもの。 

     

     ○ 施行期日  令和８年４月１日 
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第９号 香川県港湾管理条例の一部を改正する条例議案 

○ 高松港港湾環境整備施設について、県民負担の適正化及び公平化を図るため、当該収入を充てて執行する事務に要する

経費の状況との均衡等を考慮し、香西西地区港湾緑地の各施設等の使用料を改定するほか、所要の改正を行うもの。 

（主なもの） 

・ 新規 

種 別 等 単位・金額 

高松港港湾施設使用料 

 港湾環境整備施設使用料 

  香西西地区港湾緑地 

   パークゴルフ場 

    パークゴルフ場 

専用使用により利用する場合にあっては、１回

につき１時間 4,000 円（１時間を超えるときは、

これに 30 分までごとに 2,000 円を加算した額）

を各人の使用料の合計額に加算する。 

・ 改定 

種 別 等 現 行 改定後 

高松港港湾施設使用料 

港湾環境整備施設使用料 

  香西西地区港湾緑地 

   パークゴルフ場 

    パークゴルフ用具 

     １式につき１日 

100 円 110 円 

 

○ 施行期日  令和８年５月１日、規則で定める日 
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第１０号 香川県道路占用料条例の一部を改正する条例議案 

 

    ○ 道路法施行令の一部改正により、道路の占用の許可を受けることができる施設等として、水素を供給するための施設が

追加されたこと等に伴い、当該水素を供給するための施設等の占用料を定めるもの。 

     （主なもの） 

      ・ 新設       

占用物件 占用料 

道路の附属物である自動車駐車場又は特定車

両停留施設に設ける自動車に燃料としての水

素を供給するための施設 

占用面積１平方メートルにつき１年 

時価に 0.034 を乗じて得た額 

 

    ○ 施行期日  令和８年４月１日 

 

 

第１１号 香川県税条例等の一部を改正する条例議案 

 

    ○ 地方税法等の一部改正及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部改正に伴い、所要の改正を行うもの。 

     （主な改正内容） 

      ・ 香川県税条例の一部改正 

        ・ 個人の県民税所得割に係る寄附金税額控除の対象に、公益信託の信託事務に関連する寄附金を追加する。 

        ・ 法人の県民税均等割の減免対象を改める。 

現 行 改正後 

マンション建替組合 

マンション敷地売却組合 

マンション再生組合 

マンション等売却組合 

マンション除却組合 

 

○ 施行期日  令和８年４月１日、令和９年１月１日 
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第１２号 香川県使用料、手数料条例の一部を改正する条例議案 

 

     ○ マンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部改正に伴い、所要の改正を行うもの。 

      （主な改正内容） 

・ 要除却認定マンションの建替えにより新たに建築されるマンションの容積率に関する特例許可申請手数料について、

当該申請の対象に「更新がされるマンション」を追加する。 

・ 特例を認める内容に「各部分の高さ」を追加する。 

 

     ○ 施行期日  令和８年４月１日 

 

 

 

第１３号 香川県大学生等奨学金貸付条例の一部を改正する条例議案 

 

    ○ 学校教育法の一部改正により、専修学校に新たに専攻科を置くことができるものとされたこと等を踏まえ、所要の改正

を行うもの。 

（主な改正内容） 

・ 大学生等奨学金の貸付けの対象者に専修学校の専攻科に在学する者を加える。  

 

    ○ 施行期日  令和８年４月１日 
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第１４号 香川県子ども女性相談センター条例の一部を改正する条例議案  

 

    ○ 児童相談所の体制を強化するため、所要の改正を行うもの。  

     （主な改正内容） 

      ・ 題名を「香川県子ども女性相談センター及び香川県西部子ども相談センター条例」に改める。  

      ・ 児童福祉法第１２条第１項の規定に基づく児童相談所として、香川県子ども女性相談センターから西部子ども相談

センターを分離独立させ、香川県西部子ども相談センターとして丸亀市に設置する。  

 

    ○ 施行期日  令和８年４月１日 

 

 

 

第１５号 香川県使用料、手数料条例及び香川県社会福祉総合センター条例の一部を改正する条例議案  

 

    ○ 香川県社会福祉総合センターの文化教養室を廃止することに伴い、所要の改正を行うもの。  

     （改正内容） 

     ① 香川県使用料、手数料条例の一部改正  

      ・ 文化教養室使用料を廃止する。 

     ② 香川県社会福祉総合センター条例の一部改正  

      ・ 文化教養室の利用料金を廃止する。  

 

    ○ 施行期日  令和８年４月１日 
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第１６号 香川県サンポート高松交流拠点施設条例の一部を改正する条例議案  

 

    ○ 観光情報センターを廃止することに伴い、観光情報センターに関する規定を削除するもの。  

 

○ 施行期日  令和８年７月１日 

 

 

 

第１７号 香川県土地改良事業分担金等徴収条例の一部を改正する条例議案 

 

    ○ 土地改良法の一部改正に伴い、所要の改正を行うもの。 

     （主な改正内容） 

      ・ 土地改良事業の受益地が目的外用途に転用された場合に徴収される特別徴収金の徴収対象に、市町が行う農地中間

管理機構関連農地整備事業を追加する。 

      ・ 特別徴収金を徴収しない場合の要件について、農地中間管理機構が農用地の所有権を取得した場合を追加する。 

 

○ 施行期日  公布の日 

 

 

 

第１８号 香川県企業誘致条例の一部を改正する条例議案 

 

    ○ 県内への企業誘致を推進するため、条例の有効期限を３年延長し、令和１１年３月３１日に改めるもの。 

 

○ 施行期日  公布の日 
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第１９号 公衆浴場に対する措置の基準等に関する条例の一部を改正する条例議案  

    

    ○ 公衆浴場業を営む者が講じなければならない衛生及び風紀に必要な措置の基準について、使用できる塩素系薬剤の種類

を拡充することに伴い浴槽水の残留塩素濃度の測定対象を見直すとともに、近年の公衆浴場の利用目的及び利用形態の

変化を踏まえ、混浴の制限の要件を緩和するため、所要の改正を行うもの。  

     （改正内容） 

      ・ 浴槽水の残留塩素濃度の測定対象について、新たに結合残留塩素濃度を追加する。  

・ ７歳以上の男女の混浴について、衣類を着用させて入浴させるなど風紀の保持に支障がないと知事が認める場合は、

混浴を可能とする。 

     

○ 施行期日  公布の日 

 

 

 

 

第２０号 香川県旅館業施設の措置の基準等に関する条例の一部を改正する条例議案 

    

    ○ 旅館業を営む者が講じなければならない衛生に必要な措置の基準について、使用できる塩素系薬剤の種類を拡充するこ

とに伴い、浴槽水の残留塩素濃度の測定対象に、新たに結合残留塩素濃度を追加するもの。 

 

○ 施行期日  公布の日 
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第２１号 香川県環境影響評価条例の一部を改正する条例議案 

 

    ○ 環境影響評価法の一部改正等を踏まえ、所要の改正を行うもの。 

     （主な改正内容） 

      ・ 事業者が既存工作物を除却等し、同種の工作物を近接する区域内に新設しようとする場合には、計画段階環境配慮

書の記載事項のうち事業実施想定区域の選定に係る調査、予測及び評価に関するものに代えて、既存工作物による

環境影響に関する調査結果を踏まえた環境の保全のための配慮の内容を記載することとする。 

      ・ 知事は、あらかじめ、事業者の同意を得た上で、事業者が作成した環境影響評価に係る書類を公開することができ

ることとする。 

 

○ 施行期日  規則で定める日、令和８年４月１日 

 

 

 

第２２号 香川県一般海域管理条例の一部を改正する条例議案 

 

    ○ 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部改正に伴い、引用している法律の

題名を改めるもの。 

 

○ 施行期日  令和８年４月１日 
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第２３号 香川県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例議案 

 

    ○ 健康保険法等の一部を改正する法律附則第１３０条の２第１項に規定する介護療養型医療施設に係る経過措置の終了に

伴い、介護療養型医療施設に関する規定を削除するもの。 

 

○ 施行期日  公布の日 
 

 

 

第２４号 診断その他の調査をした医師等に対する報酬及び費用弁償支給条例の一部を改正する条例議案 

     

○ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の一部改正に伴い、引用している条項を改めるも

の。 

 

○ 施行期日  公布の日 

 

 

 

第２５号 特別会計の設置に関する条例の一部を改正する条例議案 

 

    ○ 会計事務の効率化の観点から、集中管理特別会計で行っている業務用パソコン等に係る機械計算事務の会計処理を一般

会計で行うこととするため、集中管理特別会計から機械計算事務を削除するもの。 

 

○ 施行期日  令和８年４月１日 

 

 

 



 

- 13 - 

第２６号 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例議案 

 

    ○ 一般職の職員の給与に関する法律等の改正により、国家公務員の給与について地域別最低賃金に相当する額を下回らな

い月例給与水準を確保するための手当が創設されること等を踏まえ、国家公務員との均衡を考慮して、所要の改正を行

うもの。 

     （主な改正内容） 

      ・ 職員の月例給与水準が地域別最低賃金に相当する額を下回る場合に、その差額を補填するための手当を新設する。 

 

○ 施行期日  令和８年４月１日 

 

 

 

第２７号 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例議案 

 

    ○ 特殊勤務手当について、国及び他県との均衡を考慮し、支給対象業務の拡大及び支給額の改定を行うもの。 

     （主な改正内容） 

      ・ 災害に係る巡回監視や応急作業等に従事した場合の特殊勤務手当を増額する。 

      ・ 鳥インフルエンザ等の家畜伝染病の防疫作業のうち、殺処分など心身に著しい負担を与えると認められる業務に従

事した場合の特殊勤務手当を増額する。 

 

○ 施行期日  令和８年４月１日 
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第２８号 香川県立学校職員及び香川県市町立学校県費負担教職員定数条例の一部を改正する条例議案 

 

    ○ 生徒数の変化、多様化・複雑化している教育課題等に対応するため、県立学校職員の定数を改めるもの。 

     ・ 県立学校職員の定数を２，５３９人（現行２，５２４人）とする。 

 

○ 施行期日  令和８年４月１日 

 

 

 第２９号 香川県県有公共施設等総合管理計画の策定について 

 

○ 計 画 期 間  令和８年度から令和１７年度まで 

○ 策 定 理 由  平成２８年３月に策定した「香川県県有公共施設等総合管理計画」の計画期間満了に伴い、前計画に

おける取組みを評価した上で、現在の状況や今後の課題を整理し、更なる取組みを推進するため、新

たな県有公共施設等総合管理計画を策定する。 

○ 計 画 の 内 容  本県の公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針及び施設類型ごとの管理に関する

基本的な方針を定める。 

 

 

 第３０号 香川県環境基本計画の策定について 

 

○ 計 画 期 間  令和８年度から令和１２年度まで 

○ 策 定 理 由  香川県環境基本条例第９条に基づき、本県の環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進する

ため策定する。 

○ 計 画 の 内 容  本県の環境の保全に関する長期的な目標を掲げ、地球環境分野、資源循環分野、自然環境分野、生活

環境分野と各分野にまたがる基盤整備・地域づくりについて、基本目標や施策を示す。 
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第３１号 香川県みどりの基本計画の策定について 

 

○ 計 画 期 間  令和８年度から令和１２年度まで 

○ 策 定 理 由  みどり豊かでうるおいのある県土づくり条例第６条に基づき、本県の緑化の推進とみどりの保全に関

する施策を総合的かつ計画的に推進するため策定する。 

○ 計 画 の 内 容  本県の森林・林業を包含した緑化の推進とみどりの保全に関する基本的計画として、基本目標や施策

を示す。 

 

 

 第３２号 第５次かがわ食育アクションプランの策定について 

 

○ 計 画 期 間  令和８年度から令和１２年度まで 

○ 策 定 理 由  食育基本法第１７条第１項に基づき、食育に関する施策を総合的かつ計画的に推進していくため、新

たな食育推進計画を策定する。 

○ 計 画 の 内 容  生涯にわたって心身ともに健やかな県民生活の実現を目指し、家庭や地域、学校、市町、関係団体等

が一体となって推進する食育についての基本方針や施策などを示す。 

 

  

第３３号 香川県こども計画の策定について 

 

○ 計 画 期 間  令和８年度から令和１２年度まで 

○ 策 定 理 由  こども基本法第１０条第１項等に基づき、加速度的に進む少子化に加え、こどもを取り巻く環境が厳

しさを増す中、こども大綱が目指すすべてのこども・若者が身体的・精神的・社会的に幸福な生活を

送ることができる「こどもまんなか社会」に向け、新たな計画を策定する。 

○ 計 画 の 内 容  本県こども政策の基本理念、基本的視点、基本方針を明確にするとともに、基本理念の実現に向けた

具体的な施策を体系的に示す。 
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 第３４号 香川県農業・農村基本計画の策定について 

 

○ 計 画 期 間  令和８年度から令和１２年度まで 

○ 策 定 理 由  令和３年１０月に策定した「香川県農業・農村基本計画」の計画期間満了に伴い、農業・農村をめぐ

る情勢の変化や新たな課題を踏まえ、本県農業・農村の振興を図るため、新たな農業・農村基本計画

を策定する。 

○ 計 画 の 内 容  新たな本県農政の基本指針として、本県農業・農村の目指すべき方向と目標を明確にするとともに、

その目標実現に向けた具体的な施策を示す。 

 

 

 第３５号 香川県水産業基本計画の策定について 

 

○ 計 画 期 間  令和８年度から令和１２年度まで 

○ 策 定 理 由  令和３年１０月に策定した「香川県水産業基本計画」の計画期間満了に伴い、水産業をめぐる情勢の

変化や新たな課題を踏まえ、本県水産業の振興を図るため、新たな水産業基本計画を策定する。 

○ 計 画 の 内 容  新たな本県水産行政の基本指針として、本県水産業の目指すべき方向と目標を明確にするとともに、

その目標実現に向けた具体的な施策を示す。 

 

 

第３６号 「人生１００年時代のフロンティア県・香川」実現計画の変更について 

 

○ 現 計 画 期 間  令和３年度から令和７年度まで 

○ 変 更 理 由  令和５年１０月に現行計画への大幅な見直しを行ってから２年半程度しか経過しておらず、経済の回

復基調などの情勢は見込みの範囲内であるため、計画期間を１年間延長する。 

○ 主な変更内容  計画期間を１年間延長し、令和８年度までとするとともに、本計画に掲げる指標について目標値の見

直しを行う。 
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 第３７号 第４次かがわ男女共同参画プランの変更について 

 

○ 現 計 画 期 間  令和３年度から令和７年度まで 

○ 変 更 理 由  本プランは、県の総合計画である「人生１００年時代のフロンティア県・香川」実現計画における人

権、教育、防災、子育て支援、雇用関係など幅広い分野に関わる施策などを定めており、次期プラン

においても、総合計画の方向性等と整合性を取る必要があることから、総合計画とあわせて期間を１

年間延長する。 

○ 主な変更内容  計画期間を１年間延長し、令和８年度までとするとともに、本プランに掲げる指標について目標値の

見直しを行う。 

 

 

第３８号 香川県教育基本計画の変更について 

 

○ 現 計 画 期 間  令和３年度から令和７年度まで 

○ 変 更 理 由  本計画は、県の総合計画である「人生１００年時代のフロンティア県・香川」実現計画における教育、

スポーツに関する分野に関わる施策などを定めており、次期計画においても、総合計画の方向性等と

整合性を取る必要があることから、総合計画とあわせて期間を１年間延長する。 

○ 主な変更内容  計画期間を１年間延長し、令和８年度までとするとともに、本計画に掲げる指標について目標値の見

直しを行う。 

 

 

第３９号 権利の放棄について 

 

○ 回収が不能となった香川県中小企業振興融資制度保証料補給金返還金に係る債権について権利を放棄するもの。 

・ 債務者  １名 

・ 金 額  元金２１５，５２４円及びその延滞金に係る債権 
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第４０号 権利の放棄について 

 

○ 回収が不能となった小型船舶用泊地使用料に係る損失金に係る債権について権利を放棄するもの。 

・ 債務者  １名 

・ 金 額  元金１７７，０００円及びその延滞金に係る債権 

 

 

 

第４１号 権利の放棄について 

 

○ 回収が不能となった香川県高等学校等奨学金返還金に係る債権について権利を放棄するもの。 

・ 債務者  １１名 

・ 金 額  元金７，６４５，７７９円及びその利子に係る債権 

 

 

 

第４２号 流域下水道の維持管理等に要する費用の市町の負担について 

 

○ 令和８年度において県が行う流域下水道の維持管理等に要する費用について、受益市町が負担する額を定めるもの。 

 負 担 額 市 町 名 

中讃流域下水道 

大束川処理区 

流入水量に１㎥当たり 

１１０円６６銭を乗じて得た額 
丸亀市、坂出市、宇多津町、綾川町 

中讃流域下水道 

金倉川処理区 

流入水量に１㎥当たり 

１０５円８２銭を乗じて得た額 
善通寺市、琴平町、多度津町、まんのう町 
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第４３号 工事請負契約の締結について 

 

    ○ 件   名  高松合同庁舎建築工事 

    ○ 工 事 場 所  高松市郷東町 

    ○ 契約の方法  総合評価一般競争入札 

    ○ 請 負 金 額  ２，１７８，０００，０００円 

    ○ 工事請負人  株式会社合田工務店 

 

 

 

第４４号 工事請負契約の締結について 

 

    ○ 件   名  高松合同庁舎電気設備工事 

    ○ 工 事 場 所  高松市郷東町 

    ○ 契約の方法  総合評価一般競争入札 

    ○ 請 負 金 額  ５６２，４３０，０００円 

    ○ 工事請負人  三和電業株式会社 

 

 

 

第４５号 工事請負契約の締結について 

 

    ○ 件   名  高松合同庁舎機械設備工事 

    ○ 工 事 場 所  高松市郷東町 

    ○ 契約の方法  総合評価一般競争入札 

    ○ 請 負 金 額  ４７８，３８６，７００円 

    ○ 工事請負人  新英工業株式会社 
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第４６号 工事請負契約の締結について 

 

    ○ 件   名  丸亀競技場夜間照明設備改修工事 

    ○ 工 事 場 所  丸亀市金倉町 

    ○ 契約の方法  総合評価一般競争入札 

    ○ 請 負 金 額  ８３６，０００，０００円 

    ○ 工事請負人  株式会社四電工 

 

 

 

第４７号 包括外部監査契約の締結について 

 

    ○ 契 約 の 目 的  当該契約に基づく監査及び監査の結果に関する報告 

    ○ 契 約 の 始 期  令和８年４月１日 

    ○ 契 約 の 金 額  １２，５９８，５００円を上限とする金額 

    ○ 契約の相手方  白川 尊大 

 

 

 

第４８号 訴訟の提起について 

 

    ○ 県営住宅家賃の長期滞納者に対して、住宅の明渡しと滞納家賃等の支払いの請求の訴えを提起するもの。 

 

    ○ 明渡しを求める住宅  １５戸 
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 第４９号 専決処分事項の承認について 

     

○ 令和７年度香川県一般会計補正予算  補正額 ６８０，７３２千円 

        衆議院の解散に伴う、衆議院議員の総選挙等に要する経費について、緊急に令和７年度の一般会計予算を補正する必

要が生じたもの。 

 

○ 専決処分日  令和８年１月２３日 


